
　
第
四
回
幌
延
町
議
会
（
定

例
会
）
は
、
六
月
十
九
日
に

開
会
さ
れ
、
報
告
三
件
、
議

案
七
件
、
推
薦
一
件
、
意
見

案
二
件
、
発
議
三
件
を
原
案

ど
お
り
可
決
し
、
閉
会
し
ま

し
た
。
議
案
は
次
の
と
お
り

で
す
。

▽
報
告
第
一
号

　
有
限
会
社
幌
延
町
畜
産
振

興
公
社
の
経
営
状
況
報
告
に

つ
い
て

▽
報
告
第
二
号

　
株
式
会
社
幌
延
町
ト
ナ
カ

イ
観
光
牧
場
の
経
営
状
況
報

告
に
つ
い
て

▽
報
告
第
三
号

　
幌
延
風
力
発
電
株
式
会
社

の
経
営
状
況
報
告
に
つ
い
て

　
以
上
三
つ
の
第
三
セ
ク

タ
ー
の
平
成
十
九
年
度
事
業

報
告
及
び
決
算
報
告
が
あ
り

ま
し
た
。

▽
議
案
第
一
号

　
幌
延
町
町
税
等
の
滞
納
に

対
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
等
の

制
限
措
置
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
設

定
に
つ
い
て

　
制
限
を
受
け
る
町
税
等
の

中
に
、
幌
延
町
後
期
高
齢
者

医
療
に
か
か
る
保
険
料
を
追

加
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
二
号

　
幌
延
町
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
二
号
）

　
補
正
の
主
な
も
の
は
町
議

会
議
員
の
期
末
勤
勉
手
当
の

削
減
、
町
職
員
の
人
事
異
動

及
び
共
済
費
の
率
の
変
更
に

伴
う
増
減
、
新
規
事
業
と
し

て
小
規
模
土
地
改
良
事
業
、

公
営
住
宅
建
設
事
業
な
ど
に

よ
る
増
額
等
で
す
。

▽
議
案
第
三
号

　
幌
延
町
立
北
星
園
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
一
号
）

▽
議
案
第
四
号

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
一
号
）

▽
議
案
第
五
号

　
幌
延
町
介
護
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
一
号
）

▽
議
案
第
六
号

　
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
一
号
）

▽
議
案
第
七
号

　
幌
延
町
立
病
院
事
業
会
計

補
正
予
算（
第
一
号
）

　
補
正
の
主
な
も
の
は
、
職

員
の
共
済
組
合
負
担
金
の
増

や
職
員
の
異
動
に
伴
う
人
件

費
の
増
減
な
ど
で
す
。

▽
推
薦
第
一
号

　
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦

に
つ
い
て

　
任
期
満
了
に
伴
い
、
議
会

か
ら
次
の
委
員
を
推
薦
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
植
村
　
敦
 議
員
（
上
幌
延
）

▽
意
見
案
第
一
号
・
第
二
号

①
ア
イ
ヌ
民
族
に
関
す
る
総

合
的
施
策
確
立
の
た
め
の
審

議
機
関
設
置
に
関
す
る
意
見

書②
国
に
よ
る
公
的
森
林
整
備

の
推
進
と
国
有
林
野
事
業
の

健
全
化
を
求
め
る
意
見
書

▽
菅
原
　
利
彦
　
議
員

煙
教
育
行
政
の
推
進

▽
鷲
見
　
　
悟
　
議
員

煙
く
ら
し
と
医
療
・
福
祉

の
問
題
に
つ
い
て

煙
基
幹
産
業
で
あ
る
酪
農

に
つ
い
て

▽
斎
賀
　
弘
孝
　
議
員

煙
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い

て

煙
企
業
誘
致
と
基
幹
産
業

の
振
興
に
つ
い
て

煙
深
地
層
の
研
究
に
関
す

る
協
定
書
に
つ
い
て

・
町
葬
の
執
行
に
つ
い
て

・
支
庁
制
度
改
革
に
伴
う
北

海
道
知
事
に
対
す
る
要
請

に
つ
い
て

・
表
彰
条
例
に
基
づ
く
善
行

表
彰
に
つ
い
て（
故
斉
藤

久
三
氏
）

（７）

ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
続
け
て

い
る
か
ど
う
か
等
を
、
町
民
を
含
め

て
検
討
し
ま
す
。

２
　
町
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討

の
結
果
を
踏
ま
え
、
こ
の
条
例
の
改

正
等
必
要
な
措
置
を
行
い
ま
す
。

附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
平
成
　
年
４
月
１
日
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か
ら
施
行
す
る
。

幌
延
町
議
会

第
四
回

（
定
例
会
）

補　正　後補　正　額補　正　前会　　　計

６
　
　
月
　
　
補
　
　
正
　
　
表

38億1,998万9千円 1億2,698万9千円36億9,300万0千円一般会計

7億1,986万7千円 　 114万1千円7億1,872万6千円北星園特別会計

2億6,084万3千円▲ 　 375万3千円2億6,459万6千円国民健康保険特別会計

2億2,327万6千円 　390万1千円2億1,937万5千円介護保険特別会計

5,462万8千円0千円5,462万8千円簡易水道事業特別会計

4億5,748万6千円336万2千円4億5,412万4千円病院事業会計

今
後
の
取
り
組
み

　
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
は
、
私

た
ち
が
今
後
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
く
上
で
基
本
と
な
る
ル
ー
ル

を
定
め
て
い
ま
す
。

　
条
例
の
中
で
う
た
わ
れ
て
い
る

個
々
の
具
体
的
な
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
情
報
公
開
条
例
等
の
既
に

制
定
済
み
の
個
別
条
例
に
委
ね
ら

れ
ま
す
が
、
基
本
条
例
の
第
９
条

第
２
項
で
規
定
し
て
い
る
町
民
参

加
に
係
る
条
例
は
未
制
定
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
と
作
り
上
げ
て

い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
更
に
、
本
町
の
特
色
で
あ
る
第

９
章
第
　
条
か
ら
　
条
の
「
安
心
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安
全
な
ま
ち
づ
く
り
」
、「
人
と
自

然
と
の
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
」、

「
子
育
て
と
人
づ
く
り
の
推
進
」
と

い
っ
た
項
目
も
、
具
体
的
な
内
容

は
町
民
の
皆
さ
ん
と
検
討
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。


